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経営安定対策は多くの農家を
切り捨てる政策ではありません

経営安定対策は多くの農家を
切り捨てる政策ではありません

主業農家はおられますか？主業農家はおられますか？
減ってないですか？減ってないですか？

高齢化は進展して高齢化は進展して
いませんか？いませんか？

耕作放棄地は増え耕作放棄地は増え
ていませんか？ていませんか？

10年、20年先の自分達の集落の姿を考えたことありますか？

家族経営の限界を感じたことありませんか？家族経営の限界を感じたことありませんか？

個人所有機械の負担増個人所有機械の負担増 コスト削減の限界コスト削減の限界

政府も農業団体も、地域農業を担う“やる気と意欲のある経営”を育
成・確保して地域農業の活力低下を防止することが必要と考えています。

政府は、小規模な農家にも、兼業農家にも、高齢者や女性の皆様にも、
『担い手』の一員となっていただく方途を用意しています。

◆◆ それが 集落営農集落営農 です ◆◆ 1
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なぜ 今 集落営農なのかなぜ 今 集落営農なのか

迫られる「担い手なき集落」からの脱却！！
《深刻化する担い手不足の決定弾「集落営農」の勧め》

迫られる「担い手なき集落」からの脱却！！迫られる「担い手なき集落」からの脱却！！
《深刻化する担い手不足の決定弾「集落営農」の勧め》

■ 集落営農とは、

個別の営農だけでカバーできない場合、共同で営農を行うことをいいます。

■ 集落営農のメリット

○ 機械の共同利用でコストが下がります。
○ 意欲、体力、気力に応じて参加できます。
○ 農村社会もいきいきします。

■ 担い手たる集落営農

これからの地域の農業を担う集落営農は、将来的に効率的で安定した経営を
行うことができるよう、組織の運営や経理などの面をしっかりとしたものが必
要です。（別添「こんな集落営農が担い手です」参照）

あなたが愛する集落のためにできること！！
《自らの責任において選択、愛する集落の維持・発展》

あなたが愛する集落のためにできること！！あなたが愛する集落のためにできること！！
《自らの責任において選択、愛する集落の維持・発展》

■ 集落座談会による十分な話し合い

各々かかえる問題点の打開案を図るため、集落営農に取り組む自らの問題と
して、自らの責任において、十分に構成員間で話し合いが必要です。

■ 集落の再生は、今この時

新たな「食料・農業・農村基本計画」に集落営農が位置付けられたことから、
今後の各種施策の動向を踏まえれば、これらの動きに遅れることなく対応して
いくことが重要です。
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国 民 が 直 接 負 担

負担を行う国民の理解を得るには

対象を 担い手 に限定する必要

認定農業者 集 落 営 農

移 行

生産に影響を与えない施策

国際ルールは厳しくなります！

国際ルールでの
削減対象外

移行後

麦 大豆

販売収入
販売収入

過去の作付面積
に基づく助成

販売収入
販売収入

国際ルールでの
削減対象

生産に影響を与える施策

現 行

麦 大豆

大 豆

交付金

麦作経営

安定資金
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一元的な経理を行います一元的な経理を行います

規約を作成します規約を作成します

中心となる者の所得目標を定めます中心となる者の所得目標を定めます

①代表者、②構成員の加入及び脱退、③総会の議決事項・方法、
④農用地や農業用機械等の利用及び管理等に関する事項等を定め
た組織の規約を作成します。

構成員全員で費用を共同負担（資材の一括購入等）するととも
に、利益を分配（組織名で出荷・販売し、労賃等を分配）するな
ど、集落の経理を一括して行います。

組織の運営の中心となる者（主たる従事者）について、一定水
準の農業所得額の目標を設定します。

農業生産法人を目指します農業生産法人を目指します

農業生産法人となる予定時期、そのために行う先進事例の調査
や研修会の開催、設立準備会や発起人会の設立などの計画を作成
します。

・集落営農の組織化の段階では、主たる従事者となる候補候補
者が存在することで足ります。者が存在することで足ります。
・農業所得額の水準については、目指す経営規模等で判断
することが可能です。

農作業を受託します農作業を受託します

構成員の方々の農地の農作業を受託します。
将来的には、集落営農組織が地域の農地の相当部分を受託する

ことを目標とします。目標とします。

こんな集落営農が担い手です！！こんな集落営農が担い手です！！

これからの地域の農業を担う集落営農は、将来的に
効率的で安定した経営を行うことができるよう、組織
の運営や経理などの面でしっかりとしたものである必
要があります。具体的には、
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集

落

営

農

口

座

集落営農一元経理のイメージ（例）

＜ 米 売 上 高 ＞

米 の 販 売 収 入

収 入 支 出

＜ 労 務 費 ＞
オペレーター料金（機械）

管理・作業賃金
（草刈・水管理等）

＜肥料費・燃料費等＞
肥料・農薬代・燃料代等

＜助成金・受取補助金＞
交 付 金 ・ 補 助 金

＜農機具費、修繕費等＞
機械購入・整備・減価償却

個

人

（
口

座
）

農 外 収 入 生 活 資 金

＜ 余 剰 金 ・ 配 当 金 ＞

利益配分・繰越金
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集落営農の組織化
を進める際の課題

集落営農の組織化集落営農の組織化
を進める際の課題を進める際の課題

農家の抵抗感から
一元経理が困難

リーダーが不在

課税の問題がネック

○税務当局は、法人前の各集落営農毎

の運営実態等に基づき課税上の判断を

するとしており、一律に法人課税や消費

税の課税事業者にするとはしていない

○公認会計士・税理士などの専門家の

派遣

【強い農業づくり交付金：４７０億円の内数】

○贈与税納税猶予適用者が一定の農業

生産法人に使用貸借等した場合の納税

猶予の継続（Ｈ17.4.1～Ｈ20.3.31）

用意している行政支援用意している用意している行政支援行政支援

○集落内農家への意向アンケート調査の

実施

○一元経理に向けた集落座談会の開催

○公認会計士・税理士・社会保険労務士

などの専門家の派遣

【強い農業づくり交付金：４７０億円の内数】

○集落営農のコーディネーターとして、農

業改良普及員やＪＡ営農指導員のＯＢを

活用

○集落リーダーの育成・確保に向けた研

修会を開催

【強い農業づくり交付金：４７０億円の内数】
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集落営農の課題と用意している行政支援①（17年度予算）



集落営農の組織化
を進める際の課題

集落営農の組織化集落営農の組織化
を進める際の課題を進める際の課題

高齢者や女性の役
割が不明確

用意している行政支援用意している用意している行政支援行政支援

○農産物の加工（ジャム・味噌など）・販売

（米・野菜の直売）への取組

○畦畔・水路管理等の役割分担計画の策

定

【強い農業づくり交付金：４７０億円の内数】

○小規模企業共済制度

農事組合法人の役員を加入対象者に

追加

個人所有の機械の
処分に抵抗感

法人の設立に当たり
十分な融資が受けら
れない

○中古・遊休農業機械の処分斡旋

○オペレーターの技能講習会の開催

○農業機械の点検・整備知識等の普及啓

発

【強い農業づくり交付金：４７０億円の内数】

○構成員が法人に出資する場合

・スーパーＬ資金

認定農業者（個人） １．５億円

（農林漁業金融公庫）

○農業法人が自ら出資金を確保する場

合

・農業法人投資育成制度

（アグリビジネス投資育成（株）、農協、

農林漁業金融公庫、法人協会等）

集落営農の課題と用意している行政支援②（17年度予算）
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集落営農経営の確立に向けた取組

経営体としての実体を有する集落営農

集落営農体制の確立に向けた取組

○集落の将来展望の

ビジョン化

○合意形成し、規約・

定款の策定

集 落 営 農

集落内の農業者、農業関係者が参加

支

援

集落営農の育成・確保支援対策（１８年度予算概算要求）集落営農の育成・確保支援対策（１８年度予算概算要求）

支 援 内 容

基盤整備
モデル的な集落営農を緊急育
成するための基盤整備

自己資本の充実
アグリビジネス投資育成（株）
の投資対象に特定農業法人を
追加

○小規模基盤
整備

○農業用機械
の整理合理化

・小回りの利く畦畔除去、 区画
整理等生産条件の改善を支
援

・個人所有の農業用機械の廃
棄処分等を支援

農地の利用調整
農業委員会による集落内農地
の利用調整活動支援

経理の一元化
支援

・税務顧問確保による税務申告
支援

・経理担当者育成のための会
計学校入学助成や会計シス
テムの導入支援 等

集落内の話し
合い促進

集落座談会等の開催による集
落関係者間の理解の醸成のた
めの調整活動支援 等

行政・団体によ
る総合的支援

全国団体・普及組織による各
種支援

リーダーの育成

集落リーダーによる集落営農
の規約・定款の策定に向け
た調整活動支援

資金調達への
支援

・集落営農への融資
・農地の利用集積に無利子資
金の貸付けを実施

○地域の農地の相当部分を集積
することを目標としていること

○組織の規約を有していること
○一元的な経理を行っていること
○組織の中心となる者の所得目標

を定めていること
○法人となる計画を有していること

課題例
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集落営農の組織化に当たっての
支援策やその他の課題について
は下記まで、お気軽にご相談下
さい！

集落営農の組織化に当たっての
支援策やその他の課題について
は下記まで、お気軽にご相談下
さい！

集落営農の組織化の相談窓口です！集落営農の組織化の相談窓口です！

農林水産省 「地域で考える担い手創成プロジェクト・チーム」

〔事務局〕 経営局経営政策課 TEL 03-3502-8111 （代表）

東北農政局 生産経営流通部経営課 TEL 022-263-1111（代表）

関東農政局 生産経営流通部経営課 TEL 048-600-0600（代表）

北陸農政局 生産経営流通部経営課 TEL 076-263-2161（代表）

東海農政局 生産経営流通部経営課 TEL 052-201-7271（代表）

近畿農政局 生産経営流通部経営課 TEL 075-451-9161（代表）

中国四国農政局 生産経営流通部経営課 TEL  086-224-4511（代表）

九州農政局 生産経営流通部経営課 TEL 096-353-3561（代表）

沖縄総合事務局 農林水産部農政課 TEL 098-866-0031（代表）

全国担い手育成総合支援協議会

〔事務局〕 全国農業会議所

農政・担い手対策部 ＴＥＬ 03-5251-3906（直通）

〔事務局〕 全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）

担い手対策室 ＴＥＬ 03-3245-7835（直通）
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集落営農の組織化の相談窓口です！！集落営農の組織化の相談窓口です！！

都道府県担い手育成総合支援協議会一覧（平成１７年６月現在）

１０

協議会名称 　　　　　事務局等連絡先 電話番号

北海 道担い手育成総合支援協議会 北 海 道 農 業 会 議 ０１１－２８１－６７６１
青森 県担い手育成総合支援協議会 青 森 県 農 業 会 議 ０１７－７７４－８５８０
岩手 県担い手育成総合支援協議会 岩 手 県 農 業 会 議 ０１９－６２６－８５４５
宮城 県担い手育成総合支援協議会 宮 城 県 農 業 会 議 ０２２－２７５－９１６４
秋田 県担い手育成総合支援協議会 秋 田 県 農 業 会 議 ０１８－８６０－３５４０
山 形 県 農 業 担 い 手 支 援 セ ン タ ー 山 形 県 農 業 会 議 （※１） ０２３－６２２－８７１６
福島 県担い手育成総合支援協議会 福 島 県 農 業 会 議 ０２４－５２４－１２０１
茨城 県担い手育成総合支援協議会 茨 城 県 農 業 会 議 ０２９－３０１－１２３６
栃木 県担い手育成総合支援協議会 栃 木 県 農 業 会 議 ０２８－６４８－７２７０
群馬 県担い手育成総合支援協議会 群 馬 県 農 業 会 議 ０２７－２８０－６１７１
埼玉 県担い手育成総合支援協議会 埼 玉 県 農 業 会 議 ０４８－８２９－３４８１
千葉 県担い手育成総合支援協議会 ０４３－２０１－２６２２
東京 都担い手育成総合支援協議会 東 京 都 農 業 会 議 ０３－３３７０－７１４５
神奈川県担い手育成総合支援協議会 神 奈 川 県 農 業 会 議 ０４５－２０１－０８９５
山梨 県担い手育成総合支援協議会 山 梨 県 農 業 会 議 ０５５－２２８－６８１１
長野 県担い手育成総合支援協議会 長 野 県 農 業 会 議 ０２６－２３４－６８７１
静岡 県担い手育成総合支援協議会 静 岡 県 農 業 会 議 ０５４－２５５－７９３４
新潟 県担い手育成総合支援協議会 新 潟 県 農 業 会 議 （※２） ０２５－２２３－２１８６
富山 県担い手育成総合支援協議会 富 山 県 農 業 会 議 ０７６－４４１－８９６１
石川 県担い手育成総合支援協議会 （※３） ０７６－２５７－７１４１
福井 県担い手育成総合支援協議会 福 井 県 農 業 会 議 ０７７６－２１－００１０ (内420）
岐阜 県担い手育成総合支援協議会 岐 阜 県 農 業 会 議 ０５８－２７３－１１１１
愛知 県担い手育成総合支援協議会 愛 知 県 農 業 会 議 ０５２－９６２－２８４１
三重 県担い手育成総合支援協議会 三 重 県 農 業 会 議 ０５９－２５９－０８６０
滋賀 県担い手育成総合支援協議会 滋 賀 県 農 業 会 議 ０７７－５２３－２４３９
京都 府担い手育成総合支援協議会 京 都 府 農 業 会 議 ０７５－４４１－３６６０
大阪 府担い手育成総合支援協議会 大 阪 府 農 業 会 議 ０６－６９４１－２７０１
兵庫 県担い手育成総合支援協議会 兵 庫 県 農 業 会 議 ０７８－３６１－８１１０
奈良 県担い手育成総合支援協議会 奈 良 県 農 業 会 議 ０７４２－２２－１１０１
和歌山県担い手育成総合支援協議会 和 歌 山 県 農 業 会 議 ０７３－４３２－６１１４
鳥取 県担い手育成総合支援協議会 鳥 取 県 農 業 会 議 ０８５７－２０－３６７０
島根 県担い手育成総合支援協議会 Ｊ Ａ 島 根 中 央 会 （※４） ０８５２－３１－３５１２
岡山 県担い手育成総合支援協議会 岡 山 県 農 業 会 議 （※５） ０８６－２３４－１０９３
広島 県担い手育成総合支援協議会 広 島 県 農 業 会 議 （※６） ０８２－５４５－４１４６
山口 県担い手育成総合支援協議会 山 口 県 農 業 会 議 （※７） ０８３－９２３－２１０２
徳島 県担い手育成総合支援協議会 徳 島 県 農 業 会 議 ０８８－６２１－３０５４
香川 県担い手育成総合支援協議会 香 川 県 農 業 会 議 ０８７－８１２－０８１０
愛媛 県担い手育成総合支援協議会 愛 媛 県 農 業 会 議 （※８） ０８９－９２１－４４３８
高知 県担い手育成総合支援協議会 高 知 県 農 業 会 議 ０８８－８２４－８５５５
福 岡 県 担 い 手 創 出 ・ 育 成 部 会 （※９） ０９２－７１６－８３５５
佐賀 県担い手育成総合支援協議会 佐 賀 県 農 業 会 議 ０９５２－２３－７０５７
長崎 県担い手育成総合支援協議会 長 崎 県 農 業 会 議 ０９５－８２２－９６４７
熊本 県担い手育成総合支援協議会 熊 本 県 農 業 会 議 ０９６－３８４－３３３３
大分 県担い手育成総合支援協議会 大 分 県 農 業 会 議 ０９７－５３２－４３８５
宮崎 県担い手育成総合支援協議会 宮 崎 県 農 業 会 議 （※10） ０９８５－２９－６３３３
鹿児島県担い手育成総合支援協議会 鹿 児 島 県 農 業 会 議 （※11） ０９９－２８６－５８１５
沖縄 県担い手育成総合支援協議会 沖 縄 県 農 業 会 議 ０９８－８６７－７３８５

※１　山形県協議会の事務局は、県農業会議、（財）山形県農業公社、（財）山形県農業振興機構、各総合支庁農業振興課が共同で設置

※２　新潟県協議会の事務局は、県農業会議、県庁、ＪＡ県中央会、県法人協会が共同で設置

※３　石川県協議会の事務局は、（財）石川21世紀農業育成機構、県庁、県農業会議、ＪＡ県中央会が共同で設置

※４　島根県協議会の事務局は、ＪＡ県中央会、県農業会議が共同で設置

※５　岡山県協議会の事務局は、県農業会議、県庁、ＪＡ県中央会が共同で設置

※６　広島県協議会の事務局は、県農業会議、広島県農林振興センターが共同で設置

※７　山口県協議会の事務局は、県農業会議、県庁が共同で設置

※８　愛媛県協議会の事務局は、県農業会議、県庁、ＪＡ県中央会が共同で設置

※９　福岡県協議会の事務局は、（財）福岡県農業振興推進機構、県農業会議が共同で設置

※10 宮崎県協議会の事務局は、県庁、県農業会議、ＪＡ県中央会が共同で設置

※11 鹿児島県協議会の事務局は、県庁、県農業会議、ＪＡ県中央会が共同で設置

千葉県農林水産部農業改良課

（財）石川２１世紀農業育成機構

（財）福岡県農業振興推進機構

２２３－３０８７


